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今月号より数回にわたり「事業承継のポイント」として、タイプ別の事業承継対策のご紹介をさせて
頂きます。今月号では、事業承継の形とタイプ別の事業承継対策の概要を紹介致します。

①事業承継の形
事業承継の形は大きく分けると、親族・社員承継(関係者へ経営権を引き継ぐ)とM＆A(企業の売却)が

あります。

②事業承継対策の４タイプ
財産の承継については、様々な方法があり、どれが良いかは会社の状況によってケースバイケースで

す。そのため、具体的な対策はオーダーメイドで検討しなければなりません。ただし、会社の状況に
よって方向性はあります。この状況によって、何を優先的に対策を立てていかなければいけないか、傾
向がありますので、まずは自社がどのタイプに当てはまるかを確認しましょう。

後継者候補がいる場合

親族・社員承継

親族内への承継 親族外への承継

現社⾧の親から
子、兄弟等の親
族に承継する。
後継者に負担を
かけない形で財
産を承継するの
が一般的

役員・社員か
ら後継者を抜
粋して承継す
る。最近増え
ているスタイ
ル

取引先や同
業他社など
第三者を後
継者として
迎え入れて
承継する

後継者候補がいない場合

M＆A 廃業

会社を買収し
たい企業に売
却する。事業
の継続性や将
来性を鑑みて
売却先を選定

少しずつ事業
を縮小してい
き、自然な形
でフェイドア
ウトしていく

年齢:高(65歳以上)

年齢:低(65歳未満)

親族内承継 親族外承継

相続対策型
対策の緊急度が高く、
先代経営者の相続対策の検討が必要

価値算定型
対策の緊急度が高く、
会社の価値はいくらか?誰にどう渡
すか?の検討が必要

経営計画型
事業承継を⾧期的な視点でスケ
ジュール出来る。中⾧期的な財産以
降・税負担コスト軽減の対策が可能

出口戦略型
年齢層が若く、今後の事業をどうス
ケールしていくかがポイントとなる。
M＆AやIPOが中心となる。

主な対策
・相続時精算課税制度の利用
・従業員持ち株会の設立 等

主な対策
・退職金支給時期の検討
・株式譲渡(社員orM＆A)の検討 等

主な対策
・暦年贈与の検討
・種類株式導入の検討 等

主な対策
・株式譲渡(M＆A)の検討
・IPOの検討 等


